
 

公益財団法人 石井育英会 

経済的な理由で大学進学を諦めてしまう学生に対する奨学・援助を通じて、青少年の心身の

健全な発達に寄与し、もって豊かな人間性を涵養することを目的として設立。給付型奨学金で

あり、返済の義務はありません。 

 

1. 給付金額 

月額 5万円（年間 60万円） 

2. 給付期間 

2024年度 4月 1日より正規の最短修業年限とします。 

ただし、最短修業年数 6年の学部に関しては、4年時に再審査を行います。 

3. 給付の方法（年次により変更あり） 

毎年 7月（4～9月分）・11月（10～3月分）の年 2回交付します。 

給付は、原則本人名義の銀行口座に振り込む方法により給付します。 

 

応募対象者 ※以下の条件を満たす者 

o 2024年 3月卒業予定の高校生 

o 福岡県内の大学進学（短期大学、専門学校は除く）を希望する者 

o 経済的理由により就学困難な者 

（世帯年収600万円以下、就学中の兄弟姉妹が本人を含め3名以上の場合700万円以下） 

o 学業優秀であり、研究意欲の旺盛である者 

採用予定人員 

10名程度 

応募期間 

令和 5年 10月 1日（日）～令和 5年 10月 31日（火） 

応募手続について 

この奨学金は学校を通しての応募になります。 

各校５名までの応募となります。（５名を超える場合は選考となりますのでご了承ください。） 

希望者は９月１５日（金）までに係（図書館・石川）までお知らせください。 

＜詳細＞ 

財団 HP  https://www.ishii-zaidan.or.jp/highschool/guideline.html 


